
常 勤
当

１　特　別　職

Ⅱ

 給   　　　　　

　

　与

区　　　　分 職 員

 

数 期 末 手 当
報 酬 給 料

年

給

間支給率(月分)

市 長

　

等
人 千円 千円 千円

5 4

 

9,428 21,99

与

7
( 4.450月分)

　

議 員 28 176,79

 

6 78,675

本 年 度

の

費

( 4.450月分)

そ

 

の 他 特 別 職 1,250

 

219,068

計 1,

 

283 395,864

明

49,428 100,

 

672

市 長 等 5 49,

　

428 21,997
(

細

4.450月分)

議 員

 

28 176,796 7

　

8,675

前 年 度 ( 4

監

書

.450月分)

そ の 他

 

特 別 職 1,351 190,491

計 1,384 367,287 49,428 100,672

市 長 等 0 0 0

議 員 0 0 0

比  較

そ の 他 特 別 職 △101 28,577

計 △101 28,577 0 0

注　市長等

査

とは市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長をいい、その他特別職とは市長等及び議員以外の特別

費

共 済 費 合 計 備   考
地 域 手 当 その他の手当 計

千円 千円 千円 千円 千円

0 71,425 12,776 84,201

255,

委

471 55,401 310,872

219,068 219,068

0 545,964 68,177 614,141

6,660 78,085 12,907 90,992

255,471 54,615 310,086

190,49

員

1 190,491

6,660 524,047 67,522 591,569

△6,660 △6,660 △131 △6,791

0 786 786

28,577 28,577

△6,660 21,917 655 22,572

職をいう。

退
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職 手



円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 912 1,954,358 3,672,598 3,507,177 9,134,133 1,580,280 10,714,413
( 75 )

前 年 度 920 1,848,166 3,633,773 3,744,677 9,226,616 1,562,732 10,789,348
( 62 )

比 較 △8 106,192 38,825 △237,500 △92,483 17,548 △74,935
( 13 )

２　一般職

時 間 

（

外 ・ 休 日
区  

１

 分 扶 養 手 当 地 域 手 当

）

住 居 手 当 管 理 職 手 当 特

 

殊 勤 務 手 当 通 勤 手 当
勤

総

　務　手　当
千円 千円

 

千円 千円 千円 千円 千円

 

本　年　度 58,99

 

2 573,172 33

括

,660 83,422

給

378,737 121

　

86,790

職員手当

　

の内訳

前　年　度 61

　

,116 568,12

　

4 30,420 86,

　

547 417,487

　

121 85,780

比

　

　　較 △2,124 5

　

,048 3,240 △

与

3,125 △38,7

費

50 0 1,010

区 

区

  分 期 末 ・ 勤 勉 手 当

分

宿 日 直 手 当 単 身 赴 任 手

職

当 児 童 手 当 等 退 職 手 当

員

千円 千円 千円 千円 千円

数

本　年　度 1,978

共

,083 120 37,

　

763 276,317

　

職員手当の内訳

前　年

済

　度 1,910,26

　

3 200 38,083

　

546,536

比　　

費

較 67,820 △80

合

△320 △270,2

 

19

注　（ ）内は、

　

再任用職員数外書き

　

計

　職員数には、会計年

備

度任用職員の人数を含

　

まない。
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　　　　考
報　 　　酬 給　　　料 職　員　手　当 計

人 千



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額

千円 千円

給 料 38,825  給与改定に伴う増減分 10,113  

昇給に伴う増加分 63,228  

その他の増減分 △34,516  

職 員 手 当 △237,500  その他の増減分 △237,500  

増 減 事 由 別 内 訳

- 486 -



説 明

給与改定に伴う変動

昇任・昇格及び昇給に伴う変動

人事異動等による変動      職員数の異動状況

本年度 912  人

前年度 920  人

増減 △8  人

実績による変動      扶養手当 △2,124  千円

職員の異動に伴う変動      地域手当 5,048  

     住居手当 3,240  

     管理職手当 △3,125  

     時間外・休日勤務手当 △38,750  

     通勤手当 1,010  

     期末・勤勉手当 67,820  

     宿日直手当 △80  

     児童手当等 △320  

     退職手当 △270,219  

備              考

- 487 -
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（３） 給料及び職員手当の状況 

ア 職員１人当たり給与 

区 分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

令和５年１月１日現在 

平均給料月額 （円） 307,358 333,438 

平均給与月額 （円） 369,836 392,951 

平 均 年 齢 （歳） 41歳５月 55歳４月 

令和４年１月１日現在 

平均給料月額 （円） 306,388 333,000 

平均給与月額 （円） 368,973 393,102 

平 均 年 齢 （歳） 41歳４月 54歳９月 

 

 

イ 初任給 

区 分 
行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

国の制度 

（円） （円） 

一般行政職（円） 技能労務職（円） 

高 校 卒 152,200 

年齢別格付 

154,600 151,900 

大 学 卒 187,900 

（例）18歳 
総合職 189,700 

－ 
149,600 

  
一般職 185,200 
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ウ 級別職員数 

区 分 
行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 

令和５年１月１日現在 

１級 
  382 人   42.4 ％ 

１級 
  2 人   6.5 ％ 

（ 1 ） （ 2.2 ） （ - ） （ - ） 

２級 
  184     20.4   

２級 
  20     64.5   

（ 25 ） （ 55.6 ） （ 22 ） （ 100.0 ） 

３級 
  258     28.6   

３級 
  9     29.0   

（ 19 ） （ 42.2 ） （ - ） （ - ） 

４級  
60 

 
  6.7   

４級 
  0     0.0   

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） 

５級 
  17     1.9   

  
            

（ - ） （ - ）   
 
    

 
  

計 
  901     100.0   

計 
  31     100.0   

（ 45 ） （ 100.0 ） （ 22 ） （ 100.0 ） 

令和４年１月１日現在 

１級 
  373 人   42.3 ％ 

１級 
  2 人   5.7 ％ 

（ 1 ） （ 2.0 ） （ - ） （ - ） 

２級 
  195     22.1   

２級 
  24     68.6   

（ 22 ） （ 44.0 ） （ 20 ） （ 100.0 ） 

３級 
  237     26.8   

３級 
  9     25.7   

（ 27 ） （ 54.0 ） （ - ） （ - ） 

４級 
  58 

 
  6.6   

４級 
  0     0.0   

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） 

５級 
  19 

 
  2.2   

  
  

 
    

 
  

（ - ） （ - ）             

計 
  882 

 
  100.0   

計 
  35     100.0   

（ 50 ） （ 100.0 ） （ 20 ） （ 100.0 ） 

注 （  ）内は、再任用職員数外書き 
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エ 級別の基準となる職務 

区 分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

１ 級  主事の職務 技能主事の職務 

２ 級  主任の職務 技能主任の職務 

３ 級  課長補佐又は係長の職務 技能長の職務 

４ 級  部次長又は課長の職務 統括技能長の職務 

５ 級  部長の職務   
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オ 昇給 

区 分  合 計 

代 表 的 な 職 種 

行政職給料表

（1）適用職 

行政職給料表

（2）適用職 

本

年

度 

職 員 数 （Ａ） （人） 912  884  28  

昇給に係る職員数 （Ｂ） （人） 734  723  11  

号 給 数 別 内 訳 

１号給 （人） 0  0  0  

２号給 （人） 2  2  0  

３号給 （人） 19  19  0  

４号給 （人） 632  621  11  

５号給 （人） 46  46  0  

６号給 （人） 35  35  0  

比      率（Ｂ）／（Ａ） （％） 80.5  81.8  39.3  

前

年

度 

職 員 数 （Ａ） （人） 920  888  32  

昇給に係る職員数 （Ｂ） （人） 733  718  15  

号 給 数 別 内 訳 

１号給 （人） 2  2  0  

２号給 （人） 0  0  0  

３号給 （人） 4  4  0  

４号給 （人） 652  640  12  

５号給 （人） 41  39  2  

６号給 （人） 34  33  1  

比      率（Ｂ）／（Ａ） （％） 79.7  80.9  46.9  
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カ 期末手当・勤勉手当 

区分 

支給期別支給率（月分） 職制上の段階、 

備考 
６月 12月 ３月 計 

職務の級等に 

よる加算措置 

本年度 
2.275 2.275 － 4.55 

有   
（1.200） （1.200） （ － ） （2.40） 

前年度 
2.225 2.225 － 4.45 

有   
（1.175） （1.175） （ － ） （2.35） 

国の制度 2.200 2.200 － 4.40 
有   

（令和５年度） （1.150） （1.150） （ － ） （2.30） 

注 （  ）内は、再任用職員分 

 

 

キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区分 
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度 

その他の加算措置等 備考 
の者（月分） の者（月分） の者（月分） （月分） 

支給率等 23.0 30.5 43.0 43.0 
定年前早期退職特例 

  
措置（2～20％加算） 

国の制度 
24.586875 33.27075 47.709 47.709 

定年前早期退職特例 
  

（支給率等） 措置（2～45％加算） 

 

 

ク 地域手当 

支 給 対 象 地 域 全市域 

支 給 率 （％） 15.0 

支 給 対 象 職 員 数 （人） 
999 

（令和５年１月１日現在） 

国の指定基準に基づく支給率 （％） 15.0 
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ケ 特殊勤務手当 

区 分 全 職 種 
代 表 的 な 職 種 

行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

給料総額に対する比率(%) 0.003 0.0006 0.066 

支給対象職員の比率(%) 
2.9 0.8 39.6 

（令和５年１月１日現在） 

代表的な特殊勤務 
支給額の多い手当 犬猫等死体処理手当 

手 当 の 名 称 支 給 対 象 者 
犬猫等死体処理手当 

の 多 い 手 当 

 

 

コ その他の手当 

区 分  
国の制度 

差 異 の 内 容 
との異同 

扶養手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

子 9,000円 子 10,000円 

特定期間の子 13,000円 特定期間の子 15,000円 

その他の扶養親族 6,000円 その他の扶養親族 6,500円 

 課長・部次長級の場合 3,000円 
 

  

    
 

  

住居手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

年度末年齢 35歳未満の借家・借間 借家・借間居住者   

居住者である世帯主等  最高支給限度額 28,000円 

  15,000円 
 

  

        

通勤手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

交通機関   交通機関   

 全額支給限度額 55,000円  全額支給限度額 55,000円 

交通用具（2km以上）   交通用具（2km以上）   

 全額支給限度額 15,000円  全額支給限度額 31,600円 

        

 

 


